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航空補給処航空機部航空武器整備課 

1  総 則 

1.1  適用範囲 

 この仕様書は，海上自衛隊航空補給処（以下，空補処という。）の契約に係わる航空武器等の

国外修理について適用する。 

1.2  用語及び定義 

 この仕様書において使用する用語の定義は，引用文書等に定めるもののほか，次による。 

1.2.1 

国外修理 

契約により，国外において実施する修理をいう。 

1.2.2 

航空武器等 

火器，掃海器材，音響器材，磁気器材，航法器材，光学器材，通信器材，電波器材，気象器

材，写真器材及び戦術情報処理器材並びに付随する器材（整備用器材を除く。）のうち航空機又

は航行に関するものをいう。また，これらに使用される部分のうち，モジュール修理区分（補

本航武第２６０５号。３．１２．７）別冊に示された修理可能部品をいう。 

1.2.3 

修理 

不良状態にある搭載航空武器の構成品及びモジュールについて，使用可能状態に戻し，所要

の品質を維持するために実施する計画外整備であって，修理会社工場において実施する分解，

検査，不具合箇所の修復，改修等の作業をいう。 

1.2.4 

契約担当官等 

 分任支出負担行為担当官，分任支出負担行為担当官代理，契約担当官及び契約担当官代理を

いう。 

1.2.5 

監督官等 

 契約担当官等が任命した当該搭載航空武器担当の監督官又は検査官若しくは監督・検査を依

頼した地方防衛局等に所属する当該搭載航空武器担当の監督官又は検査官をいう。 
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1.2.6 

地方防衛局等 

 地方防衛局，陸上自衛隊，航空自衛隊及びその他の官庁をいう。 

1.3  引用文書等 

 この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において， この仕様書の一

部をなすものであり，特に版を指定するもののほか，入札書又は見積書の提出時における最新

版とする。ただし，契約後引用文書に改正があった場合には，その適用について別途契約担当

官等と協議するものとする。 

なお，関連文書については，この仕様書に規定した事項の理解を助けるためのものであり，

この仕様書の一部をなすものではない。 

a) 引用文書 

1) 規 格 

   ＮＤＳ Ｚ ０００１ 包装の総則 

2) 仕様書 

   ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００９ 搭載航空武器修理共通仕様書 

ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ００１０ 搭載航空武器用モジュール修理共通仕様書 

ＭＨＰ－Ｖ－６２０１０ 航空機部品包装共通仕様書 

 3) 法令等 

海上自衛隊契約規則（海上自衛隊達第４号。２７．３．１０） 

海上自衛隊契約規則の実施に関する細部（海幕経第１８３号。２７．３．１８） 

海上自衛隊において調達する調達品等の標準監督・完成検査実施要領（海幕経第２５５ 

９号。９．５．３０） 

海上自衛隊補給実施要領（補本装補第２０７２号。１８．１２．２７） 

モジュール修理区分（補本航武第２６０５号。３．１２．７） 

b) 関連文書 

 法令等 

航空機等整備基準（海幕装備第５６２２号。１０．１２．８） 

航空機等整備用器材整備基準（海幕装備第５６２３号。１０．１２．８） 

国外製造会社技術資料 

 

2  役務に関する要求 

 ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００９，ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ００１０及び国外製造会社技術資料によるほか個

別仕様書による。 

2.1  品質管理 

 品質管理は，修理会社社内規定による。 

 

3  品質保証 
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3.1  製品検査 

 契約の相手方は，官が実施する検査に先立ち，次の項目について社内検査を実施するものと

する。 

a) 書類検査 次により書類検査を実施するものとする。 

 1) 輸出国業者側が発行したＩＮＶＯＩＣＥに記載された品名，部品番号，シリアルナンバ

ー及び数量等が個別仕様書の要求事項を満足していることを確認するものとする。 

 2) 検査成績書が添付されていることを確認するとともに，その日本語訳を作成するものと

する。 

b) 外観検査 輸送取扱不良等による破損等及び外観上の異常の有無を目視により確認するも

のとする。 

c) 包装検査 修理品の包装が 4.1の要求を満足していることを確認するものとする。 

3.2  監督・検査 

必要な監督行為は，海上自衛隊において調達する調達品等の標準監督・完成検査実施要領，

標準資料監督・完成検査実施要領（別冊第２）により行う。また 3.1により提出された検査成

績書を審査することにより検査とする。 

 

4  こん包及び輸送等 

4.1  こん包等 

a) 納入時のこん包 こん包は，ＺＤＳ－Ｊ－Ｘ０００９及びＺＤＳ－Ｊ－Ｘ００１０による。

ただし，ＮＤＳ Ｚ ０００１の 5.3，内装・個装の表示に記載の製造年月日は，修理年

月日及び修理業者と読み替える。また，製造番号（SER.NO.）の項を追加する。 

b) ストックタグ 完成検査終了後，こん包外表面にストックタグを添付する。 

c) 添付書類 検査合格証を現品に添付するものとする。 

4.2  輸送 

 輸出入時の輸送は，原則として航空便とする。 

 

5  その他の指示 

5.1  提出書類 

提出書類は，海上自衛隊契約規則及び補給実施要領によるほか，付表１によるものとする。 

5.2  部品・材料等 

 修理に必要な部品・材料等は，すべて契約の相手方の負担とする。 

5.3  撤去品の処理 

修理時の撤去品（有価価値のない廃材）は，現地で廃棄するものとする。 

5.4  通関手続 

 通関手続は，法令等に基づき契約の相手方が行う。 

5.5  疑義事項 

 この仕様書において疑義が生じた場合は，契約担当官等と協議するものとする。 
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付表１－提出書類 

番号 書類名 提出部数 提出時期 提出先 様 式 

１ 検査成績書 １ 
社内検査終了

後速やかに 

監督官経由 

検査官 

様式適宜 

(日本語訳と合冊する。) 

２ 証明書等 １ 
社内検査終了

後速やかに 

監督官経由 

検査官 

様式適宜 

(日本語訳と合冊する。) 

３ 着手届 ２ 
契約締結後

速やかに 

監督官経由 

契約担当官等 

海幕経第１８３号 

書式第２２ 

４ 受領書 ６(１)a) 
役務対象物

品受領時 

監督官経由 

契約担当官等 

補本装補第２０７２号 

海補３０２３様式 

５ 終了届 ３ 
役務終了後速

やかに 

監督官経由 

契約担当官等 

海幕経第１８３号 

書式第２２ 

６ 納品書 ６(１) a) 
役務対象物

品納品時 
分任物品管理官 

補本装補第２０７２号 

海補３０２１様式 

注 a)（ ）内の数字は会社控え 

 

 

 

４． 


